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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降路の奥行き方向の中間部の幅方向一側に配置されている第１の建築柱にそれぞれ固
定されている複数の第１のかごレールブラケット、
　前記昇降路の奥行き方向の中間部の幅方向他側に配置されている第２の建築柱にそれぞ
れ固定されている複数の第２のかごレールブラケット、
　前記複数の第１のかごレールブラケットを介して前記第１の建築柱に固定されている第
１のかごガイドレール、
　前記複数の第２のかごレールブラケットを介して前記第２の建築柱に固定されている第
２のかごガイドレール、
　前記第１の建築柱にそれぞれ固定されている複数の第１の支持腕、
　前記第２の建築柱にそれぞれ固定されている複数の第２の支持腕、
　前記複数の第１の支持腕にそれぞれ固定されている複数の第１の釣合おもりレールブラ
ケット、
　前記複数の第２の支持腕にそれぞれ固定されている複数の第２の釣合おもりレールブラ
ケット、
　前記複数の第１の釣合おもりレールブラケットを介して前記複数の第１の支持腕に固定
されている第１の釣合おもりガイドレール、
　前記複数の第２の釣合おもりレールブラケットを介して前記複数の第２の支持腕に固定
されている第２の釣合おもりガイドレール、
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　前記第１及び第２のかごガイドレールに沿って前記昇降路内を昇降するかご、及び
　真上から見て前記かごに対して乗場とは反対側に配置されており、前記第１及び第２の
釣合おもりガイドレールに沿って前記昇降路内を昇降する釣合おもり
　を備えているエレベータ。
【請求項２】
　前記第１の支持腕と前記第２の支持腕とを連結する少なくとも１つの連結部材をさらに
備えている請求項１記載のエレベータ。
【請求項３】
　前記複数の第１及び第２の支持腕の少なくとも１つの前記乗場側の端部は、建物の建築
柱又は建築梁に固定されている請求項１又は請求項２に記載のエレベータ。
【請求項４】
　改修前のエレベータの機器の少なくとも一部を昇降路から撤去する工程、
　前記昇降路の奥行き方向の中間部の幅方向一側に配置されている第１の建築柱に、複数
の第１の支持腕をそれぞれ固定する工程、
　前記昇降路の奥行き方向の中間部の幅方向他側に配置されている第２の建築柱に、複数
の第２の支持腕をそれぞれ固定する工程、
　前記複数の第１の支持腕に複数の第１の釣合おもりレールブラケットをそれぞれ固定す
る工程、
　前記複数の第２の支持腕に複数の第２の釣合おもりレールブラケットをそれぞれ固定す
る工程、
　前記複数の第１の釣合おもりレールブラケットに第１の釣合おもりガイドレールを固定
し、前記複数の第２の釣合おもりレールブラケットに第２の釣合おもりガイドレールを固
定する工程、及び
　前記第１及び第２の釣合おもりガイドレール間に釣合おもりを配置する工程
　を含むエレベータの改修方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、かごガイドレール及び釣合おもりガイドレールが昇降路内に設置されてい
るエレベータ、及び、釣合おもりガイドレールを昇降路内に設置するエレベータの改修方
法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　鉄骨構造の建物に設置された従来のエレベータでは、複数本のガイドレールが昇降路内
に設置されている。各ガイドレールは、複数のレールブラケットに固定されている。１本
のガイドレールに対応するレールブラケットは、上下方向に間隔をおいて昇降路内に固定
されている。各レールブラケットは、ファスナプレートに固定されている。各ファスナプ
レートは、建築梁に溶接されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２７７０７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のエレベータの改修工事では、釣合おもりを有していない既設の油圧エレベータを
、釣合おもりを有する電動のエレベータに改修する場合がある。この場合、新たな釣合お
もりガイドレールを昇降路に設置するために、昇降路壁の耐火被覆及びモルタル等を部分
的に取り除き、建築梁を露出させ、ファスナプレートを固定する必要がある。又は、釣合
おもりレールブラケットを固定するための複数の立柱を設置する必要がある。このため、
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作業が大掛かりになり、工期が長くなる。また、既設の釣合おもりガイドレールの位置と
は異なる位置に新たな釣合おもりガイドレールを設置する場合にも、同様の手間がかかる
。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、釣合おもりガイ
ドレールを容易に設置することができるエレベータ及びその改修方法を得ることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係るエレベータは、昇降路の奥行き方向の中間部の幅方向一側に配置されて
いる第１の建築柱にそれぞれ固定されている複数の第１のかごレールブラケット、昇降路
の奥行き方向の中間部の幅方向他側に配置されている第２の建築柱にそれぞれ固定されて
いる複数の第２のかごレールブラケット、複数の第１のかごレールブラケットを介して第
１の建築柱に固定されている第１のかごガイドレール、複数の第２のかごレールブラケッ
トを介して第２の建築柱に固定されている第２のかごガイドレール、第１の建築柱にそれ
ぞれ固定されている複数の第１の支持腕、第２の建築柱にそれぞれ固定されている複数の
第２の支持腕、複数の第１の支持腕にそれぞれ固定されている複数の第１の釣合おもりレ
ールブラケット、複数の第２の支持腕にそれぞれ固定されている複数の第２の釣合おもり
レールブラケット、複数の第１の釣合おもりレールブラケットを介して複数の第１の支持
腕に固定されている第１の釣合おもりガイドレール、複数の第２の釣合おもりレールブラ
ケットを介して複数の第２の支持腕に固定されている第２の釣合おもりガイドレール、第
１及び第２のかごガイドレールに沿って昇降路内を昇降するかご、及び真上から見てかご
に対して乗場とは反対側に配置されており、第１及び第２の釣合おもりガイドレールに沿
って昇降路内を昇降する釣合おもりを備えている。
　また、この発明に係るエレベータの改修方法は、改修前のエレベータの機器の少なくと
も一部を昇降路から撤去する工程、昇降路の奥行き方向の中間部の幅方向一側に配置され
ている第１の建築柱に、複数の第１の支持腕をそれぞれ固定する工程、昇降路の奥行き方
向の中間部の幅方向他側に配置されている第２の建築柱に、複数の第２の支持腕をそれぞ
れ固定する工程、複数の第１の支持腕に複数の第１の釣合おもりレールブラケットをそれ
ぞれ固定する工程、複数の第２の支持腕に複数の第２の釣合おもりレールブラケットをそ
れぞれ固定する工程、複数の第１の釣合おもりレールブラケットに第１の釣合おもりガイ
ドレールを固定し、複数の第２の釣合おもりレールブラケットに第２の釣合おもりガイド
レールを固定する工程、及び第１及び第２の釣合おもりガイドレール間に釣合おもりを配
置する工程を含む。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明のエレベータ及びその改修方法では、第１の建築柱に複数の第１の支持腕が固
定され、第２の建築柱に複数の第２の支持腕が固定される。そして、各第１の支持腕に第
１の釣合おもりレールブラケットが固定され、各第２の支持腕に第２の釣合おもりレール
ブラケットが固定される。このため、釣合おもりガイドレールを容易に設置することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１によるエレベータの昇降路内を示す概略の平面図である
。
【図２】図１のかご、釣合おもり及び第３の建築柱を省略した平面図である。
【図３】実施の形態１の改修前のエレベータの昇降路内を示す概略の平面図である。
【図４】この発明の実施の形態２によるエレベータの要部を示す平面図である。
【図５】図４の第１及び第２の釣合おもりガイドレールの間隔を小さくした変形例を示す
平面図である。
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【図６】この発明の実施の形態３によるエレベータの要部を示す平面図である。
【図７】この発明の実施の形態４によるエレベータの要部を示す平面図である。
【図８】図７の第１及び第２の釣合おもりガイドレールの間隔を小さくした変形例を示す
平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、この発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１によるエレベータの昇降路内を示す概略の平面図であ
る。なお、図１は、柔構造である鉄骨構造の建物に設けられている機械室レスエレベータ
を示している。
【００１０】
　図１において、昇降路１内には、かご２及び釣合おもり３が設けられている。かご２及
び釣合おもり３は、図示しない懸架体により昇降路１内に吊り下げられている。懸架体と
しては、複数本のロープ又は複数本のベルトが用いられている。
【００１１】
　また、懸架体は、図示しない巻上機の駆動シーブに巻き掛けられている。かご２及び釣
合おもり３は、駆動シーブを回転させることにより、昇降路１内を昇降する。
【００１２】
　複数の停止階の乗場には、乗場出入口４が設けられている。各乗場出入口４は、図示し
ない乗場ドアにより開閉される。
【００１３】
　かご２は、前面２ａ、背面２ｂ、第１の側面２ｃ、及び第２の側面２ｄを有している。
前面２ａには、図示しないかご出入口が設けられている。かご出入口は、図示しないかご
ドアにより開閉される。
【００１４】
　釣合おもり３は、真上から見て、かご２に対して乗場とは反対側に配置されている。即
ち、釣合おもり３の昇降領域は、乗場から見て、かご２の昇降領域の後方に位置している
。
【００１５】
　昇降路１は、建物内のエレベータ設置空間である。また、昇降路１は、前壁１ａ、後壁
１ｂ、第１の側壁１ｃ、第２の側壁１ｄ、及び全ての停止階の乗場ドアによって囲まれた
空間である。
【００１６】
　前壁１ａは、かご２の前面２ａに対向する昇降路壁である。後壁１ｂは、かご２の背面
２ｂに対向する昇降路壁である。第１の側壁１ｃは、かご２の第１の側面２ｃに対向する
昇降路壁である。第２の側壁１ｄは、かご２の第２の側面２ｄに対向する昇降路壁である
。
【００１７】
　前壁１ａと第１の側壁１ｃとの間の隅部、及び前壁１ａと第２の側壁１ｄとの間の隅部
には、それぞれ隅部建築柱５が設置されている。各隅部建築柱５としては、Ｈ形鋼が用い
られている。
【００１８】
　第１の側壁１ｃには、２本の第１の建築柱６ａが設置されている。即ち、第１の建築柱
６ａは、昇降路１の幅方向の一側に配置されている。昇降路１の幅方向は、図１の左右方
向である。
【００１９】
　第２の側壁１ｄには、２本の第２の建築柱６ｂが設置されている。即ち、第２の建築柱
６ｂは、昇降路１の幅方向の他側に配置されている。また、第１及び第２の建築柱６ａ，
６ｂは、昇降路１の奥行き方向の中間部に配置されている。昇降路１の奥行き方向は、図
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１の上下方向である。
【００２０】
　後壁１ｂには、２本の第３の建築柱６ｃが設置されている。第３の建築柱６ｃは、昇降
路１の幅方向の中間部に配置されている。第１ないし第３の建築柱６ａ，６ｂ，６ｃとし
ては、Ｈ形鋼が用いられている。
【００２１】
　図１では、建築柱５，６ａ，６ｂ，６ｃの全体が昇降路１内に露出している。しかし、
実際には、建築柱５，６ａ，６ｂ，６ｃは、昇降路壁に埋め込まれており、部分的に昇降
路１内に露出している。
【００２２】
　２本の第１の建築柱６ａには、複数の第１のかごレールブラケット１６が固定されてい
る。第１のかごレールブラケット１６は、上下方向に互いに間隔をおいて配置されている
。
【００２３】
　２本の第２の建築柱６ｂには、複数の第２のかごレールブラケット１７が固定されてい
る。第２のかごレールブラケット１７は、上下方向に互いに間隔をおいて配置されている
。
【００２４】
　昇降路１内には、第１のかごガイドレール１８、第２のかごガイドレール１９、第１の
釣合おもりガイドレール２２、及び第２の釣合おもりガイドレール２３が配置されている
。
【００２５】
　第１及び第２のかごガイドレール１８，１９は、かご２の昇降を案内する。かご２は、
第１及び第２のかごガイドレール１８，１９に沿って昇降路１内を昇降する。
【００２６】
　第１及び第２の釣合おもりガイドレール２２，２３は、釣合おもり３の昇降を案内する
。釣合おもり３は、第１及び第２の釣合おもりガイドレール２２，２３に沿って昇降路１
内を昇降する。
【００２７】
　第１のかごガイドレール１８は、全ての第１のかごレールブラケット１６を介して、第
１の建築柱６ａに固定されている。また、第１のかごガイドレール１８は、かご２の第１
の側面２ｃに対向している。
【００２８】
　第２のかごガイドレール１９は、全ての第２のかごレールブラケット１７を介して、第
２の建築柱６ｂに固定されている。また、第２のかごガイドレール１９は、かご２の第２
の側面２ｄに対向している。
【００２９】
　第１の建築柱６ａには、複数の第１の支持腕３２が固定されている。第１の支持腕３２
は、上下方向に互いに間隔をおいて水平に配置されている。また、各第１の支持腕３２の
乗場とは反対側の端面は、後壁１ｂに対向している。
【００３０】
　第２の建築柱６ｂには、複数の第２の支持腕３３が固定されている。第２の支持腕３３
は、上下方向に互いに間隔をおいて水平に配置されている。また、各第２の支持腕３３の
乗場とは反対側の端面は、後壁１ｂに対向している。
【００３１】
　第１及び第２の支持腕３２，３３は、それぞれ同じ部材により構成されており、互いに
平行に配置されている。
【００３２】
　各第１の支持腕３２には、第１の釣合おもりレールブラケット３４が固定されている。
各第２の支持腕３３には、第２の釣合おもりレールブラケット３５が固定されている。
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【００３３】
　第１の釣合おもりガイドレール２２は、全ての第１の釣合おもりレールブラケット３４
を介して、全ての第１の支持腕３２に固定されている。第２の釣合おもりガイドレール２
３は、全ての第２の釣合おもりレールブラケット３５を介して、全ての第２の支持腕３３
に固定されている。
【００３４】
　各第１の支持腕３２は、第１のかごガイドレール１８の背面及び第１の釣合おもりガイ
ドレール２２の背面よりも、第１の側壁１ｃ側に配置されている。各第２の支持腕３３は
、第２のかごガイドレール１９の背面及び第２の釣合おもりガイドレール２３の背面より
も、第２の側壁１ｄ側に配置されている。
【００３５】
　第１及び第２のかごガイドレール１８，１９と第１及び第２の釣合おもりガイドレール
２２，２３とのうちの少なくとも一部の上部には、図示しない支持枠が設けられている。
支持枠には、巻上機が支持されている。但し、巻上機は、必ずしも支持枠に支持されるも
のではない。
【００３６】
　各ガイドレール１８，１９，２２，２３は、複数のレール部材を上下方向に継ぎ合わせ
て構成されている。また、各ガイドレール１８，１９，２２，２３は、図示しない複数の
レールクリップにより、対応するレールブラケット１６，１７，３４，３５に固定されて
いる。
【００３７】
　図２は、図１のかご２、釣合おもり３及び第３の建築柱６ｃを省略した平面図である。
昇降路１の幅方向の第１及び第２の釣合おもりガイドレール２２，２３の間隔Ｌ２は、同
方向の第１及び第２のかごガイドレール１８，１９の間隔Ｌ１と同じである。
【００３８】
　次に、実施の形態１のエレベータの改修方法について説明する。図３は、実施の形態１
の改修前のエレベータの昇降路内を示す概略の平面図である。昇降路１内には、既設かご
１０１が設けられている。既設かご１０１は、図示しない既設懸架体により、昇降路１内
に吊り下げられている。
【００３９】
　昇降路１の底部には、既設かご１０１を昇降させる油圧ジャッキ１０２が設置されてい
る。即ち、改修前のエレベータは、油圧エレベータである。
【００４０】
　第１の側壁１ｃと既設かご１０１との間には、第１の既設かごガイドレール１０３が設
けられている。第１の既設かごガイドレール１０３は、複数の第１の既設かごレールブラ
ケット１０４を介して、２本の第１の建築柱６ａに固定されている。
【００４１】
　第２の側壁１ｄと既設かご１０１との間には、第２の既設かごガイドレール１０５が設
けられている。第２の既設かごガイドレール１０５は、複数の第２の既設かごレールブラ
ケット１０６を介して、２本の第２の建築柱６ｂに固定されている。
【００４２】
　油圧ジャッキ１０２の両側には、第１及び第２のジャッキガイドレール１０７，１０８
が設置されている。第１のジャッキガイドレール１０７は、複数の第１のジャッキレール
ブラケット１０９を介して、一方の第３の建築柱６ｃに固定されている。第２のジャッキ
ガイドレール１０８は、複数の第２のジャッキレールブラケット１１０を介して、他方の
第３の建築柱６ｃに固定されている。
【００４３】
　このような油圧エレベータを図１に示したような電動のエレベータに改修する場合、ま
ず改修前のエレベータの機器の少なくとも一部を昇降路１から撤去する。撤去する機器は
、既設かご１０１、既設懸架体、油圧ジャッキ１０２、ガイドレール１０３，１０５，１
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０７，１０８、及びレールブラケット１０４，１０６，１０９，１１０等である。
【００４４】
　この後、第１の建築柱６ａに、第１のかごレールブラケット１６と第１の支持腕３２と
をそれぞれ固定する。また、第２の建築柱６ｂに、第２のかごレールブラケット１７と第
２の支持腕３３とをそれぞれ固定する。
【００４５】
　さらに、第１の支持腕３２にそれぞれ第１の釣合おもりレールブラケット３４を固定す
る。また、第２の支持腕３３にそれぞれ第２の釣合おもりレールブラケット３５を固定す
る。
【００４６】
　そして、第１のかごガイドレール１８を、全ての第１のかごレールブラケット１６に固
定する。また、第２のかごガイドレール１９を、全ての第２のかごレールブラケット１７
に固定する。また、第１の釣合おもりガイドレール２２を、全ての第１の釣合おもりレー
ルブラケット３４に固定する。また、第２の釣合おもりガイドレール２３を、全ての第２
の釣合おもりレールブラケット３５に固定する。
【００４７】
　この後、昇降路１の頂部に支持枠及び巻上機を設置する。そして、かご２を組み立てて
第１及び第２のかごガイドレール１８，１９間に配置する。また、釣合おもり３を組み立
てて第１及び第２の釣合おもりガイドレール２２，２３の間に配置する。さらに、懸架体
によりかご２及び釣合おもり３を吊り下げる。
【００４８】
　なお、かごレールブラケット１６，１７、支持腕３２，３３、釣合おもりレールブラケ
ット３４，３５、かごガイドレール１８，１９、及び釣合おもりガイドレール２２，２３
の設置手順は、適宜変更可能である。
【００４９】
　また、改修前のエレベータの機器の一部を、改修後のエレベータに流用することも可能
である。例えば、既設のかご室、既設のかごレールブラケット、及び既設のかごガイドレ
ールの少なくとも一部を、改修後のエレベータに流用してもよい。
【００５０】
　このようなエレベータ及び改修方法では、第１の建築柱６ａに第１の支持腕３２が固定
されている。また、第２の建築柱６ｂに第２の支持腕３３が固定されている。そして、第
１の釣合おもりレールブラケット３４が第１の支持腕３２に固定され、第２の釣合おもり
レールブラケット３５が第２の支持腕３３に固定されている。このため、建築梁を露出さ
せたり、複数の立柱を新たに設置したりするような大掛かりな工事を必要とせず、既設の
建築柱６ａ，６ｂを利用して、釣合おもりガイドレール２２，２３を容易に設置すること
ができる。
【００５１】
　実施の形態２．
　次に、図４は、この発明の実施の形態２によるエレベータの要部を示す平面図である。
なお、図４以降の図では、かご２、釣合おもり３及び第３の建築柱６ｃを省略している。
実施の形態２では、各第１の支持腕３２とそれに対応する第２の支持腕３３とが、連結部
材３６を介して連結されている。即ち、同じ高さに位置する第１の支持腕３２と第２の支
持腕３３とが、それぞれ連結部材３６により連結されている。
【００５２】
　各連結部材３６は、釣合おもり３の昇降領域よりも後壁１ｂ側に水平に配置されている
。他の構成及び改修方法は、実施の形態１と同様である。
【００５３】
　このようなエレベータ及び改修方法では、第１の支持腕３２と第２の支持腕３３との間
に連結部材３６がそれぞれ設けられているので、第１及び第２の釣合おもりガイドレール
２２，２３をより安定して設置することができる。
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【００５４】
　なお、実施の形態２では、全ての第１の支持腕３２と全ての第２の支持腕３３との間に
連結部材３６をそれぞれ配置した。しかし、一部の第１の支持腕３２と一部の第２の支持
腕３３との間にのみ、連結部材３６を配置してもよい。
【００５５】
　また、実施の形態１、２では、第１及び第２のかごガイドレール１８，１９の間隔Ｌ１
と、第１及び第２の釣合おもりガイドレール２２，２３の間隔Ｌ２とが同じであるが、同
じでなくてもよい。例えば図５に示すように、第１及び第２の釣合おもりガイドレール２
２，２３の間隔Ｌ２が、第１及び第２のかごガイドレール１８，１９の間隔Ｌ１よりも小
さくてもよい。図５では、第１及び第２の支持腕３２，３３の中間部が、それぞれ昇降路
１の内側へクランク状に屈曲している。
【００５６】
　実施の形態３．
　次に、図６は、この発明の実施の形態３によるエレベータの要部を示す平面図である。
実施の形態３では、全ての第１及び第２の支持腕３２，３３の乗場側の端部が、前壁１ａ
に当たるか又は近傍まで延長されており、建物の隅部建築柱５に固定されている。他の構
成及び改修方法は、実施の形態１と同様である。
【００５７】
　このようなエレベータ及び改修方法では、第１及び第２の支持腕３２，３３の乗場側の
端部が隅部建築柱５に固定されているので、第１及び第２の支持腕３２，３３の強度を向
上させることができる。
【００５８】
　実施の形態４．
　次に、図７は、この発明の実施の形態４によるエレベータの要部を示す平面図である。
実施の形態４では、各第１の支持腕３２とそれに対応する第２の支持腕３３とが、連結部
材３６を介して連結されている。他の構成及び改修方法は、実施の形態３と同様である。
【００５９】
　このようなエレベータ及び改修方法によれば、第１及び第２の釣合おもりガイドレール
２２，２３をより安定して設置することができる。また、第１及び第２の支持腕３２，３
３の強度を向上させることができる。
【００６０】
　なお、実施の形態３、４では、第１及び第２の支持腕３２，３３の乗場側の端部を隅部
建築柱５に固定した。しかし、例えば図６に２点鎖線で示す建築梁７に固定してもよい。
【００６１】
　また、実施の形態３、４では、全ての第１及び第２の支持腕３２，３３を隅部建築柱５
に固定した。しかし、一部の第１及び第２の支持腕３２，３３を建築柱又は建築梁に固定
してもよい。
【００６２】
　また、実施の形態３、４では、第１及び第２のかごガイドレール１８，１９の間隔Ｌ１
と、第１及び第２の釣合おもりガイドレール２２，２３の間隔Ｌ２とが同じであるが、同
じでなくてもよい。例えば図８に示すように、第１及び第２の釣合おもりガイドレール２
２，２３の間隔Ｌ２が、第１及び第２のかごガイドレール１８，１９の間隔Ｌ１よりも小
さくてもよい。図８では、第１及び第２の支持腕３２，３３の中間部がそれぞれ昇降路１
の内側へクランク状に屈曲している。
【００６３】
　また、第１及び第２の支持腕３２，３３と対応する建築柱６ａ，６ｂとの間に、筋交い
を設けてもよい。これにより、第１及び第２の支持腕３２，３３の支持強度を向上させる
ことができる。
【００６４】
　また、昇降路の奥行き方向の中間部は、必ずしも奥行き方向の中央部だけを指すもので
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はなく、第１及び第２の建築柱は、昇降路の奥行き方向の中央部よりも前側又は後ろ側に
設けられていてもよい。
【００６５】
　また、実施の形態１～４では、改修前のエレベータが釣合おもりを持たない油圧エレベ
ータである場合を示した。しかし、この発明の改修方法は、改修前のエレベータが釣合お
もりを有する油圧又は電動のエレベータである場合にも適用できる。そして、改修前とは
異なる位置に釣合おもりガイドレールを容易に設置することができる。
【００６６】
　また、実施の形態１～４では、柔構造の建物に設けられているエレベータを示した。し
かし、この発明のエレベータの構成は、鉄筋コンクリート構造などの剛構造の建物に設け
られているエレベータにも適用できる。
【００６７】
　また、この発明のエレベータの構成は、新設のエレベータにも適用できる。
【符号の説明】
【００６８】
　１　昇降路、２　かご、３　釣合おもり、５　隅部建築柱、６ａ　第１の建築柱、６ｂ
　第２の建築柱、７　建築梁、１６　第１のかごレールブラケット、１７　第２のかごレ
ールブラケット、１８　第１のかごガイドレール、１９　第２のかごガイドレール、２２
　第１の釣合おもりガイドレール、２３　第２の釣合おもりガイドレール、３２　第１の
支持腕、３３　第２の支持腕、３４　第１の釣合おもりレールブラケット、３５　第２の
釣合おもりレールブラケット、３６　連結部材。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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